
一般社団法人アフリカ開発協会 財務委員会 

 

協会の健全な会計を維持して、会員に有益となる活動推進のため、会

⾧の諮問機関として財務委員会を設置する。 

（令和 8 年第一回理事会で承認）  

規定 

 

 委員会の委員は、理事の中から立候補を募り 5 名を上限として組織する。  

 委員会に委員長を置く。委員長は委員の互選による。   

 協会の監事を委員会のオブザーバーとし、必要に応じてアドバイスを受けるこ

とができる。  

 委員会の招集は、委員長が行う。  

 委員会は、協会の年度予算、収入、支出に関して意見を述べることができ

る。  

 委員会の活動は随時とし、活動実績は理事会に報告する。  

 委員の任期は、理事の任期と同じとする。  

 

 

第一期財務委員（令和 8，9 年度） 

  

委員長： 有山   聡 理事 

 委員： 西村 賢治 理事 

  松岡 和久 理事 

  渡邉 一浩 理事 


